
２1.　8.　1
※システムなどの都合により各種通知などの元号
が平成として表記されている場合があります。

　
　
月
か
ら
消
費
税
率
が
引
き
上

１０
げ
と
な
る
環
境
の
中
、
子
ど
も
の

貧
困
に
対
応
す
る
た
め
、
ひ
と
り

親
に
対
し
、
住
民
税
非
課
税
の
適

用
拡
大
の
措
置
を
講
じ
つ
つ
、
更

な
る
税
制
上
の
対
応
の
要
否
な
ど

に
つ
い
て
、
２
年
度
税
制
改
正
大

綱
に
お
い
て
検
討
し
、
結
論
を
得

る
と
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
臨

時
・
特
別
の
措
置
と
し
て
、
児
童

扶
養
手
当
の
受
給
者
の
う
ち
、
未

婚
の
ひ
と
り
親
の
方
に
対
し
て
給

付
金
の
支
給
を
行
い
ま
す
。

　
【
申
請
期
間
】８
月
１
日（
木
）～

２
年
２
月
３
日
（
月
）

　
【
対
象
】次
の
①
～
③
の
す
べ
て

に
該
当
す
る
方

　
①　
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の

１１

支
給
を
受
け
る
父
ま
た
は
母
②
基

準
日
（　
月　
日
）
現
在
、
こ
れ

１０

３１

ま
で
に
婚
姻
（
法
律
婚
）
を
し
た

こ
と
が
な
い
方
③
基
準
日
（　
月
１０

　
日
）
現
在
、
事
実
婚
を
し
て
い

３１な
い
方
ま
た
は
事
実
婚
の
相
手
方

の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
方

　
【
支
給
額
】支
給
対
象
１
人
に
つ

き
１
万
７
５
０
０
円（
１
回
限
り
）

　
申
請
方
法
な
ど
詳
細
に
つ
い
て

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
児
童
青
少
年
課
助
成

支
援
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

　
都
で
は
、
受
験
生
（
中
学
３
年

生
・
高
校
３
年
生
）
を
持
つ
生
計

中
心
者
に
対
し
、
学
習
塾
な
ど
の

費
用
や
受
験
費
用
を
無
利
子
で
貸

し
付
け
て
い
ま
す
。
条
件
に
よ
り

返
済
も
免
除
に
な
り
ま
す
。
こ
の

制
度
は
所
得
が
一
定
以
下
の
世
帯

の
方
が
利
用
で
き
ま
す
。

　
【
事
業
の
内
容
】
中
学
３
年
生
・

高
校
３
年
生
お
よ
び
平
成　
年
４

３１

月
１
日
時
点
で　

歳
未
満
の
高

２０

校
・
大
学
な
ど
の
中
途
退
学
者
、

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
合

格
者
、
浪
人
生
な
ど
が
高
校
・
大

学
・
専
門
学
校
な
ど
に
入
学
す
る

た
め
の
受
験
料
と
学
習
塾
な
ど
の

費
用
を
貸
し
付
け
ま
す

　
【
貸
付
金
額
】受
験
料
貸
付
金
＝

中
学
３
年
生
が
２
万
７
４
０
０
円
、

高
校
３
年
生
な
ど
が
８
万
円
▼
学

習
塾
等
貸
付
金
＝　
万
円

２０

　
※
い
ず
れ
も
上
限
額
。

　
【
利
用
で
き
る
方
】次
の
①
～
⑦

を
す
べ
て
満
た
す
方

　
①
引
き
続
き
１
年
以
上
都
内
に

居
住
し
て
い
る
②　
歳
以
上
の
生

２０

計
中
心
者
③
世
帯
収
入
（
父
母
等

養
育
者
）
の
総
収
入
ま
た
は
総
所

得
を
合
算
し
た
金
額
が
一
定
の
基

準
以
下
で
あ
る
（
家
賃
控
除
が
で

き
る
場
合
あ
り
）
④
預
貯
金
な
ど

の
保
有
資
産
が
６
０
０
万
円
以
下

⑤
土
地
・
建
物
を
所
有
し
て
い
な

い
（
現
在
居
住
し
て
い
る
場
所
お

よ
び
不
動
産
所
得
を
得
て
い
な
い

土
地
・
建
物
を
除
く
。
た
だ
し
、

不
動
産
所
得
が
あ
っ
て
も
状
況
に

よ
り
対
象
と
な
る
場
合
あ
り
）
⑥

生
活
保
護
受
給
世
帯
で
な
い
⑦
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防

止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年

法
律
第　
号
）
第
２
条
第
６
号
に

７７

規
定
す
る
暴
力
団
員
で
な
い

　
※
こ
の
他
、
原
則
、
連
帯
保
証

人
が
必
要
で
す
。

　
申
し
込
み
は
２
年
２
月　

日
１４

（
金
）
ま
で
に
福
祉
総
務
課
（
市

役
所
１
階
）
へ
。

　
※
申
請
書
は
２
年
１
月　

日
３１

（
金
）
ま
で
に
同
課
へ
受
け
取
り

に
来
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
福
祉
政
策
係
☎

４
７
０
・
７
７
４
９
へ
。

　
２
年
４
月
に
小
学
校
へ
入
学
予

定
の
方
を
対
象
に
、
健
康
診
断
を

実
施
し
ま
す
。

　
対
象
者
に
は
９
月
中
旬
ご
ろ

（
予
定
）
に
通
知
書
を
送
付
し
ま

す
の
で
、
入
学
予
定
校
で
受
診
し

て
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】　

月
７
日
（
月
）
～　

１０

１１

月　
日（
金
）。
受
け
付
け
は
各
小

２２
学
校
で
、
い
ず
れ
も
午
後
１
時
半

か
ら
行
い
ま
す
（
左
上
表
参
照
）

　
【
対
象
】平
成　
年
４
月
２
日
～

２５

　
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

２６
　
【
ご
注
意
】病
気
、そ
の
他
や
む

を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
入
学
予

定
校
で
受
診
で
き
な
い
方
や
、
私

学
な
ど
他
校
へ
入
学
予
定
で
受
診

し
な
い
方
、
９
月　
日
（
水
）
ま

２５

で
に「
就
学
時
健
康
診
断
通
知
書
」

が
届
か
な
い
方
は
、
学
務
課
保
健

給
食
係
☎
４
７
０
・
７
７
７
９
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
▼
外
国
籍
の
お

子
さ
ん
で
就
学
を
希
望
す
る
方
は
、

早
め
に
同
課
学
事
係
（
市
役
所
６

階
）で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い（
外

国
籍
の
方
へ
の
ご
案
内
は
９
月
中

旬
に
発
送
予
定
）

　
詳
し
く
は
同
課
へ
。

　
次
の
要
件
に
該
当
す
る
方
で
、

ま
だ
手
当
を
受
け
て
い
な
い
方
は

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、

所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

児
童
扶
養
手

児
童
扶
養
手
当当

　
【
支
給
対
象
と
な
る
方
】市
内
在

住
で
、
次
の
①
～
⑧
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
児
童
を
養
育
し
て
い

る
父
親
か
母
親
、
ま
た
は
養
育
者

　
①
父
母
が
離
婚
し
た
児
童
②
父

ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童
③
父

ま
た
は
母
が
重
度
の
障
害
を
も
つ

児
童
④
父
ま
た
は
母
が
生
死
不
明

の
児
童
⑤
父
ま
た
は
母
に
１
年
以

上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
児
童
⑥
父
ま

た
は
母
が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て

い
る
児
童
⑦
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な

い
で
懐
胎
し
た
児
童
⑧
父
ま
た
は

母
が
、
母
ま
た
は
父
か
ら
の
申
し

立
て
に
よ
り
発
せ
ら
れ
た
Ｄ
Ｖ
保

護
命
令
を
受
け
た
児
童

　
※
父
親
・
母
親
・
養
育
者
が
公

的
年
金
を
受
給
で
き
る
と
き
や
、

児
童
が
父
親
ま
た
は
母
親
に
支
給

さ
れ
る
年
金
の
加
算
対
象
に
な
っ

て
い
る
と
き
は
、
手
当
の
金
額
が

変
更
ま
た
は
停
止
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
児
童
が
児
童

福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し
て
い
る

と
き
な
ど
、
対
象
に
な
ら
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　
【
支
給
期
間
】対
象
児
の
年
齢
が

　
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度

１８末
ま
で
（
対
象

児
が
中
度
以
上

の
障
害
を
有
す

る
と
き
は　
歳
２０

未
満
）

　
【
手
当
額
（
月
額
）】
児
童
１
人

の
場
合
＝
全
部
支
給
が
４
万
２
９

１
０
円
、
一
部
支
給
が
４
万
２
９

０
０
円
～
１
万
１
２
０
円
（
所
得

に
応
じ
て
決
定
さ
れ
ま
す
）
▼
児

童
２
人
目
の
加
算
額
＝
全
部
支
給

が
１
万
１
４
０
円
、
一
部
支
給
が

１
万
１
３
０
円
～
５
０
７
０
円

（
所
得
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
ま

す
）
▼
児
童
３
人
目
以
降
の
加
算

額
＝
１
人
に
つ
き
、
全
部
支
給
が

６
０
８
０
円
、
一
部
支
給
が
６
０

７
０
円
～
３
０
４
０
円
（
所
得
に

応
じ
て
決
定
さ
れ
ま
す
）

特
別
児
童
扶
養
手

特
別
児
童
扶
養
手
当当

　
【
支
給
対
象
と
な
る
方
】市
内
在

住
で
、
次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る　
歳
未
満
の
障
害
児

２０

を
養
育
し
て
い
る
父
親
か
母
親
、

ま
た
は
養
育
者

　
①
知
的
障
害
（
愛
の
手
帳
１
～

３
度
程
度
）
が
あ
る
児
童
②
身
体

に
障
害
（
身
体
障
害
者
手
帳
１
～

３
級
程
度
）
が
あ
る
児
童
③
前
記

①
・
②
と
同
程
度
の
疾
病
も
し
く

は
身
体
ま
た
は
精
神
の
障
害
が
あ

る
児
童

　
※
対
象
児
が
障
害
を
理
由
と
す

る
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
場

合
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。
な
お
、

申
請
に
は
指
定
の
診
断
書
の
提
出

が
必
要
で
す
が
、
省
略
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　
【
手
当
額
（
月
額
）】
重
度
の
障

害
児
（
１
級
）
＝
５
万
２
２
０
０

円
▼
中
度
の
障
害
児
（
２
級
）
＝

３
万
４
７
７
０
円

現
況
届
の
提
出
を

現
況
届
の
提
出
を 

お

忘

れ

な

お

忘

れ

な

くく

　
児
童
扶
養
手
当
と
特
別
児
童
扶

養
手
当
の
現
況
届
は
、
受
給
資
格

の
確
認
の
た
め
に
必
要
な
も
の
で
、

提
出
が
な
い
と　
月
期
支
払
い
分

１１

か
ら
の
手
当
が
支
給
さ
れ
な
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。
認
定
さ
れ
て
い
る

方
に
は
現
況
届
の
お
知
ら
せ
を
郵

送
し
ま
す
。
受
付
期
間
中
に
児
童

青
少
年
課
（
市
役
所
２
階
）
で
手

続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　
児
童
扶
養
手
当
に
つ
い
て
は
、

手
当
の
支
給
開
始
か
ら
原
則
５
年

が
経
過
し
た
方
に
「
一
部
支
給
停

止
適
用
除
外
事
由
届
出
書
」
を
６

月
中
に
お
送
り
し
ま
し
た
。
現
況

届
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
現
況
届
受
付
期
間
】児
童
扶
養

手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
い

ず
れ
も
、
８
月
１
日
（
木
）
～
９

月
２
日
（
月
）。　

日
（
土
）
以
外

２４

の
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
、
午
前

８
時
半
～
午
後
５
時
。
ま
た
、
８

月　
日
（
木
）・　
日
（
金
）
は
午

２２

２３

後
８
時
ま
で
夜
間
窓
口
を
、　

日
２４

（
土
）
は
午
前
９
時
～
午
後
４
時

の
休
日
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
【
ご
注
意
】現
況
届
で
は
、所
得

状
況
の
調
査
も
行
い
ま
す
の
で
、

市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
が
未
申

告
の
方
は
、
課
税
課
（
市
役
所
２

階
）
で
申
告
を
済
ま
せ
た
上
で
、

現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

　
詳
し
く
は
児
童
青
少
年
課
助
成

支
援
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

　
７
月
１
日
か
ら
、
難
病
医

療
費
助
成
の
対
象
疾
病
（
国

指
定
）
に
次
の
２
疾
病
が
追

加
さ
れ
ま
し
た
。

　
膠
様
滴
状
角
膜
ジ
ス
ト
ロ

フ
ィ
ー
▼
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
・

ギ
ル
フ
ォ
ー
ド
症
候
群

　
詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
☎

４
７
０
・
７
７
４
７
へ
。

　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
へ
、
申

請
に
よ
り
「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
交
付
し

ま
す
。

　
ま
た
、　

歳
未
満
の
被
保
険
者

７０

で
住
民
税
課
税
世
帯
の
方
、　

歳
７０

以
上
の
被
保
険
者
で
所
得
区
分
が

現
役
並
み
Ⅰ
・
Ⅱ
に
該
当
す
る
方

へ
、
申
請
に
よ
り
「
限
度
額
適
用

認
定
証
」
を
交
付
し
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
「
認
定
証
」
を
保
険

医
療
機
関
な
ど
に
提
示
す
る
と
、

高
額
な
保
険
診
療
に
お
け
る
支
払

い
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
に
な

り
ま
す
。
ま
た
「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
お

持
ち
の
方
は
入
院
時
の
食
事
代
が

減
額
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
こ
れ
ら
の
「
認
定
証
」

は
、
前
年
の
収
入
状
況
に
よ
っ
て

変
更
が
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
毎
年

８
月
１
日
を
基
準
に
限
度
額
を
判

定
し
て
い
ま
す
。

　
※
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し

て
い
る
場
合
は
、
認
定
証
の
交
付

を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

◎
長
期
入
院
の
場
合

　
過
去　
カ
月
の
入
院
日
数
が　

１２

９０

日
を
超
え
る
住
民
税
非
課
税
世
帯

の
方
は
、
申
請
す
る
と
さ
ら
に
食

事
代
な
ど
が
減
額
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
該
当
す
る
方
は
、
手

続
き
の
際
に
入
院
日
数
を
確
認
で

き
る
領
収
書
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
　
【
手
続
き
方
法
】
被
保
険
者
証
・

認
め
印
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
確
認
書

類
（
通
知
カ
ー
ド
な
ど
）・申
請
す

る
方
の
身
元
確
認
書
類
（
免
許
証

な
ど
）
を
持
参
の
上
、
保
険
年
金

課
国
保
年
金
資
格
係
（
市
役
所
１

階
）
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
別

世
帯
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合

に
は
、
委
任
状
と
代
理
人
の
認
め

印
も
持
参
し
て
く
だ
さ
い

　
※
申
請
月
の
初
日
か
ら
認
定
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
平
成

　
年
度
の
認
定
証
の
有
効
期
限
は

３０７
月　
日
（
水
）
で
す
。
継
続
し

３１

て
認
定
証
を
必
要
と
す
る
方
は
８

月　
日
（
金
）
ま
で
に
手
続
き
す

３０
る
と
、
８
月
１
日
か
ら
適
用
の
認

定
証
を
交
付
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
０
・
７

７
３
２
へ
。

受
験
生
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
貸
付
事
業
を

ご
活
用
く
だ
さ
い

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
の

申
請
は
お
済
み
で
す
か

　
４
月
～
７
月
分
の
児
童
扶

養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手

当
を
指
定
預
金
口
座
に
振
り

込
み
ま
す
。
振
込
日
は
児
童

扶
養
手
当
が
８
月　
日（
水
）、

１４

特
別
児
童
扶
養
手
当
が
８
月

９
日
（
金
）
で
す
。
金
融
機

関
に
よ
っ
て
は
入
金
が
遅
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
児
童
青
少
年
課

助
成
支
援
係
☎
４
７
０
・
７

７
３
６
へ
。

児
童
扶
養
手
当

児
童
扶
養
手
当
・・

特
別
児
童
扶
養
手

特
別
児
童
扶
養
手
当当

を
振
り
込
み
ま

を
振
り
込
み
ま
すす

難
病
医
療
費
助
成

難
病
医
療
費
助
成
のの

対
象
疾
患

対
象
疾
患
がが

拡
大
さ
れ
ま
し

拡
大
さ
れ
ま
し
たた

国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
と

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
交
付
し
ま
す

未
婚
の
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
の
方
に

給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

新
小
学
１
年
生
を
対
象
に

就
学
時
健
康
診
断
を
実
施
し
ま
す

２年４月小学校入学予定者
就学時健康診断日程表

実施日電　話学校名
１１月２０日（水）４７１・００１４第一小学校

１１月８日（金）４７１・０１３４第二小学校

１１月１４日（木）４７１・０１０４第三小学校

１０月１１日（金）４６１・５８４３第五小学校

１１月７日（木）４７１・５３７０第六小学校

１０月７日（月）４７１・０１１４第七小学校

１０月２３日（水）４７１・７５４８第九小学校

１１月１２日（火）４７３・９１９６第十小学校

１１月１日（金）４７４・１６９１小山小学校

１０月２９日（火）４７４・４１０８神宝小学校

１０月２５日（金）４６１・２６６２南町小学校

１１月２２日（金）４７４・０４０４本村小学校

　
こ
の
調
査
は
、
家
計
に
お
け
る

消
費
や
所
得
、
資
産
な
ど
の
実
態

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
調
査
で
、
全
国
で
実
施
し
ま

す
。
　
【
調
査
対
象
】全
国
す
べ
て
の
世

帯
の
中
か
ら
統
計
的
な
方
法
に
基

づ
い
て
選
定
さ
れ
た
２
人
以
上
の

世
帯
員
か
ら
成
る
世
帯
と
、
単
身

の
世
帯

　
【
調
査
方
法
】い
ず
れ
の
調
査
も

基
本
調
査
と
簡
易
調
査
が
あ
り
、

地
域
に
よ
っ
て
調
査
の
種
類
が
異

な
り
ま
す
。
８
月
中
旬
か
ら
調
査

員
が
対
象
と
な
る
地
域
を
世
帯
確

認
の
た
め
に
訪
問
し
、
世
帯
主
の

氏
名
な
ど
を
お
尋
ね
し
ま
す
。
そ

の
後
、
調
査
世
帯
が
選
定
さ
れ
ま

す
。
　
基
本
調
査
＝
９
月
中
旬
か
ら
、

選
定
さ
れ
た
調
査
世
帯
を
調
査
員

が
訪
問
し
、　

月
と　
月
の
家
計

１０

１１

簿
の
記
入
な
ど
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
簡
易
調
査
＝　
月
中
旬
か
ら
、

１０

調
査
世
帯
を
調
査
員
が
訪
問
し
、

調
査
票
の
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
い
ず
れ
の
調
査
も
パ
ソ
コ
ン
や

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
も
回
答
で
き

ま
す
。

　
回
答
い
た
だ
い
た
調
査
票
の
記

入
内
容
は
、
統
計
法
に
よ
っ
て
厳

重
に
保
護
さ
れ
、
統
計
を
作
成
・

分
析
す
る
目
的
以
外
に
使
用
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
情
報
管
理
課
統
計
調

査
係
☎
４
７
０
・
７
７
７
７
（
内

線
２
３
７
９
）
へ
。

全
国
家
計
構
造
調
査

全
国
家
計
構
造
調
査
にに

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
すす

２０１９年


